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オーストラリア：不公正契約条項規制の改正 
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One Asia Lawyers  

オーストラリア・ニュージーランドチーム 

 

１． はじめに 

 

2023 年 11 月 9 日より、競争消費者法（Competition and Consumer Act 2010 (Cth)）における不

公正契約条項（Unfair Contract Terms）に関する規制の改正が施行されます。この日付以降は、従前

の当該規制の適用範囲が拡大され、かつ違反行為に対する罰則が導入されます。オーストラリアの不

公正契約条項規制は、BtoC の契約のみでなく、BtoB の契約にも適用されるため、オーストラリアで

事業を行うすべての企業は本規制および本法改正に留意する必要があります。 

本稿では、オーストラリアの不公正契約条項規制の概要および法改正の留意点について概説します。 

 

２． 不公正契約条項規制とは 

 

オーストラリアにおいて不公正契約条項規制とは、不公正とみなされる条項を含む標準型契約

（Standard Form Contract）を規制する法令です。標準型契約とは、一般に、一当事者により作成さ

れ、締結前に他方当事者が交渉を行う機会を付与されることなく締結された契約を指します。そのた

め、いわゆる利用規約等の標準約款だけでなく、通常の契約書であっても、交渉力の違い、相手方に

対し締結前に条項の交渉を行う機会が与えられたか否か等の事情を考慮し、これに該当すると判断さ

れる可能性があります。当事者の一方の主張により標準型契約であることの推定がなされ、他方当事

者が反証の証明責任を負います。 

 

条項が不公正か否かは、契約内容を包括的に鑑みて、以下の要件を基にに判断されます。 

・当事者間の権利義務に重大な不均衡を生じさせるか 

・一当事者の公正な利益を保護するために合理的に必要か 

・一当事者に対し（金銭面に限らない）不利益を生じさせるか 

 

不公正契約条項の例として、以下のような条項が挙げられます。 

・当事者の一方にのみ、契約の履行を回避または制限する権利を与える規定 

・当事者の一方にのみ、契約を終了する権利を与える規定 

・当事者の一方にのみ、契約違反または終了について他方当事者を罰する権利を与える規定 

・当事者の一方にのみ、契約条項や条件を変更する権利を与える規定 

・当事者の一方にのみ、契約更新の可否の決定権を与える規定 

・当事者の一方が、独断で、契約違反の有無、契約の解釈等を決定することができるとする規定 

・当事者の一方に、他方当事者の承諾なしに契約を譲渡する権利を付与する規定 

・当事者の一方に対して、その提訴権を制限したり、立証責任を課したりする規定 
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３． 留意すべき改正点 

 

2023 年 11 月 9 日以降に締結、更新または延長が行われる契約は、法改正の影響を受けるため、特

に以下の点に留意する必要があります。 

 

• 適用対象の拡大：契約金額の最低基準が撤廃され、契約金額に拘わらず、すべての標準型契

約が適用対象となります。また、適用対象となる事業者の規模が拡大され、一当事者の従業

員数が 100 名未満または年間売上が 1000 万豪ドル未満の場合に規制対象となります。 

• 標準型契約の判断基準の明確化：一定のオプションの中から条件を選択できる場合や、重要

でないマイナーな点の交渉を行う機会があった場合でも、標準型契約に該当する可能性があ

ることが明確にされました。 

• 罰則の導入：違反行為について罰則が導入されます。不公正契約条項の入った標準型契約を

締結することと、不公正契約条項に依拠することが、それぞれ別の違反行為に指定されるた

め、複数の契約相手が存在し、複数の不公正契約条項に依拠し、または各不公正契約条項を

複数回にわたり依拠する場合などにおいて、罰金が高額となる可能性があります。罰則の最

高額は、2022 年 11 月 10 日に大幅に増額されており、5000 万豪ドル、違反行為により得た

利益の３倍、または違反行為の期間中の売上高の 30％のいずれか最も高い額です。 

• 裁判所の命令権の拡大：既存契約に類似の不公正契約条項が含まれる場合は、当該契約の使

用禁止等が命じられる可能性があります。 

 

４． おわりに 

 

本法改正は、2023 年 11 月 9 日以降に新たに締結する契約だけでなく、既存契約を今後更新または

延長する場合にも適用されます。また、事業者同士の契約であっても、一当事者の規模が所定基準未

満の場合に規制対象となります。高額の罰金および契約の無効化という、経営への大きな支障となり

得る事態を避けるため、オーストラリアで事業を行うすべての企業は、今一度、既存契約および新た

に締結する契約が不公正契約条項規制に違反しないことの確認を実施することが推奨されます。 

以上 

 

◆ One Asia Lawyers  ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提

供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジ

ア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクテ

ィカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファームの法的ア

ドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解で

はございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的

事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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One Asia Lawyers Group is a network of independent law firms created to provide seamless and comprehensive legal 

advice for Japanese and international clients across Asia. With our member firms in Japan, Southeast Asia, Oceania and 

other ASEAN countries, One Asia Lawyers Group has a strong team of legal professionals who provide practical and 

coherent legal services throughout each of these jurisdictions.  

For any enquiry regarding this article, please contact us by visiting our website: https://oneasia.legal/or email: 

info@oneasia.legal. 

This newsletter is general information for reference purposes only and therefore does not constitute our group member 

firm’s legal advice. Any opinion stated in this newsletter is a personal view of the author(s) and not our group member 

firm’s official statement. Please do not rely on this newsletter but consult a legal adviser or our group firm member for any 

specific matter or legal issue. We would be delighted to answer your questions, if any. 
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豪州法曹資格を保有。One Asia Lawyers では、主にオーストラリア、ニュージーランド及びシ

ンガポールの企業法務全般について、契約書作成・審査、法令リサーチ、法務監査・契約交渉
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